
所管部署
（連絡先） 令和７年11⽉実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を⾏いました。

⑴ 市⺠ニーズの把握・
対応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

リスクマネジメント

代表団体
（JVの場合）
構成団体

（JVの場合）

▍１　業務の履⾏状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5
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評価ポイントごとの評価基準
計画以上に独⾃の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を⾏っている。
計画以上の良好な管理運営を⾏っている。
計画どおりの適正な管理運営を⾏っている。
⼀部計画どおりにできていない、⼜は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を⾏っている。
全く計画どおりにできていない、⼜は⼀部不適切な管理運営が⾏われている。

名　称 特定非営利活動法⼈　枚⽅⽂化観光協会
(JVの場合はグループ名)

所在地(JVの場合は代表団
体の所在地)

枚⽅市堤町10番27号

施設の概要等

所在地 枚⽅市堤町10番27号

主な業務内容

施設の運営業務（①施設の調査研究展⽰業務　②利⽤・⼊館制限に
関する業務　③ＰＲ・企画業務）
施設の管理業務（①利⽤料⾦等に関する業務　②施設及び設備の維
持管理に関する業務）

設置目的
枚⽅宿に関する⽂化財その他の資料の活⽤により、市⺠に歴史学
習の場を提供し、⽂化活動の振興に資する。
※市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条例第1条

指定管理期間 令和7年4⽉1⽇から令和12年3⽉31⽇
（2025年4⽉1⽇から2030年3⽉31⽇）

２　業務の継続性・安定性 指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認
します。

１　業務の履⾏状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項 アンケート調査等の実施により、市⺠（利⽤者）のニーズを把握し、その
結果を踏まえて改善を⾏っているかについて確認します。

施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む） 料⾦収⼊や委託料等の収⽀状況について、当初の収⽀計画と乖離が
ないか、適正な内容となっているかについて確認します。

指定管理者

令和７年度　 定期モニタリング評価表（中間）

施設名 市⽴枚⽅宿鍵屋資料館 ⽂化財課
（072-841-1411）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項 指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認
します。
緊急事態及び機器・設備故障発生時等における対応状況・対応体制・
対応⽅法について確認します。
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評価 評価 評価理由

3 3

企画展や講演会などを実施し、地域住⺠
の生涯学習の場を提供するとともに、学校
教育と連携し、⼩学生の団体⾒学を実施
するなど、枚⽅の歴史に関する理解を深め
る事業を実施していることを確認した。

3 3

指定管理者のネットワークを活かし、京阪
沿線や周辺⾃治体、観光関連団体との広
域連携を進め、来館者の増加に向けた取
組を⾏っていることを確認した。

3 3

⼤阪・関⻄万博に関連したイベントとして⼤
阪府の⽂化資源魅⼒向上事業「古今東
⻄⾳絵巻」を実施したことを確認した。

3 3

関係法規を遵守し、鍵屋資料館の設置目
的に沿った企画展・講座・イベントなどを計
画して提案していることを確認した。

3 3

市が主催する歴史学習や教育活動等に協
⼒する予定であることを確認した。また、環
境問題に配慮したイベントを実施するなど、
SDGｓについて市の取組の趣旨に沿った管
理運営を⾏っていることを確認した。

②施設運営に関する計画
ア）施設運営全般に関する提案
関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項14）

・「⽂化財保護法」「枚⽅市⽂化財保護条例」「市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条例」
など関係法規を遵守し、鍵屋資料館の設置目的に沿った管理運営計画を提案
している

・枚⽅市の「⽂化財保護法」「枚⽅市⽂化
財保護条例」「市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条
例」など関係法規を遵守し、鍵屋資料館の
設置目的である「歴史学習の場」や「⽂化
活動の振興」に向けて、企画展・講座・イベ
ントなどを計画して提案している。

・市が主催する歴史学習や教育活動等に対して協⼒するとともに、SDGｓについ
ての市の取組の趣旨に沿った管理運営を⾏っている

・10⽉12⽇、枚⽅市・枚⽅⽂化観光協会
共催の｢東海道57次と枚⽅宿｣講座に協
⼒する予定である。
・枚⽅宿地区まちづくり協議会・枚⽅市・枚
⽅⽂化観光協会の3者共催企画、枚⽅宿
の店舗に⽂化財を展⽰する｢枚⽅宿まちかど
展⽰｣に協⼒する予定である。
・⽂化財課経由でご相談を受けた、⼤阪登
録⽂化財所有者の会の｢御財印めぐり｣にお
ける御財印の製作に協⼒する予定である。
・枚⽅市SDGs取組⽅針である、「持続的に
発展し、⼀⼈ひとりが輝くまち」を「ジブンゴト」
として取り組めるようなイベントを企画してい
る。五六市開催⽇に別棟２F⼤広間で、環
境問題に配慮した「新聞紙を使ったエコバッ
ク作り」を開催した（6⽉・9⽉）。

施設の設置目的・⽂化財保護の観点等を踏まえた現状認識及び今後の⽅向性が明確に提案されている（確認事項12）
・企画展や講演会などを実施し、地域住⺠の生涯学習の場を提供するとともに、
学校教育と連携し、枚⽅の歴史に関する理解を深める事業を実施している

・企画展｢江⼾時代の出版物｣を7⽉25⽇
〜9⽉4⽇まで開催した。10⽉10⽇〜12
⽉11⽇まで淀川資料館との合同企画展を
開催予定。11⽉2⽇及び12⽉8⽇には関
連講座を開催予定。その他、落語や茶道な
どの伝統⽂化に関する講座を開催して地域
住⺠の生涯学習の場を提供すると共に、学
校教育とも連携し⼩学生の団体⾒学を実
施するなど、枚⽅の歴史に関する理解を深
める事業を実施している。

・指定管理者のネットワークを活かし、京阪沿線や周辺⾃治体、観光関連団体と
の広域連携を進め、来館者の増加に向けた取組を⾏っている

・指定管理者のネットワークを活かし、⼤阪デ
スティネーションキャンペーンなど、⼤阪・関⻄
万博で⼈脈を構築した観光関連団体と鍵
屋の活⽤を促す観光プログラムを造成し来
館数増加に結びつけた。前年度に引き続き
淀川河川公園管理センターと連携し、当館
では「淀川河川公園写生画コンテスト2024
⼊賞作品展」、京都府八幡市のさくらであい
館では「鍵屋・枚⽅宿・淀川舟運」パネル展
⽰を6⽉14⽇〜7⽉31⽇まで開催した。双
⽅で宣伝しあい、相互の利⽤者増に取り組
んだ。

・⼤阪・関⻄万博に関連したイベントとして⼤阪府の「⽂化資源魅⼒向上事業」
に取り組んでいる

・5⽉11⽇に⼤阪府の⽂化資源魅⼒向上
事業「古今東⻄⾳絵巻」を鍵屋別棟2F⼤
広間で実施した。

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由
【施設の経営⽅針に関する事項】
①施設の現状に対する考え⽅及び将来展望
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3 3

事業計画に基づき、適切な管理運営を
⾏っていることを確認した。

3 3

食品衛生責任者を１名以上配置し、食
品を扱う際は注意事項をスタッフ間で情報
共有していることを確認した。

3 3

利⽤者に対し、職員が可能な限り対応に
努め、事故防止のための策が講じられてい
ることを確認した。

3 3

イベント時などにおいてはスタッフが増員さ
れ、警備業務に従事し、安全性の確保に
努めたことを確認した。

3 3

児童の安全確保に配慮しながら、事前に
打ち合わせを⾏っていることを確認した。

3 3
施設⼊場者賠償責任保険に加⼊している
ことを確認した。

3 3

職員に研修を⾏う予定であることを確認し
た。

3 3

カスタマーハラスメントに係る研修を実施予
定であることを確認した。

ハラスメント防止研修を含めた⼈権研修を実施している ・｢カスタマーハラスメント｣の⼈権研修を予定
している。（⽇程調整中）

・施設⼊場者賠償責任保険に加⼊している ・施設⼊場者賠償責任保険に加⼊してい
る。

業務に従事する者の教育研修⽅針が提案されている（確認事項17）
⽇本国憲法の第11条（基本的⼈権）、13条（個⼈の尊重）、14条（法の
下の平等）及び個⼈情報の保護に関する法律、障害者差別解消法、⾼齢者
虐待防止法、男⼥雇⽤機会均等法（セクシャルハラスメント防止を含む）、労
働施策総合推進法（パワーハラスメント防止を含む）等の個別法に係る研修の
ほか、救命救急措置研修を⾏っている

・⽇本国憲法の第11条（基本的⼈権）、
13条（個⼈の尊重）、14条（法の下の
平等）及び個⼈情報の保護に関する法
律、障害者差別解消法、⾼齢者虐待防止
法、男⼥雇⽤機会均等法（セクシャルハラ
スメント防止を含む）、労働施策総合推進
法（パワーハラスメント防止を含む）等の個
別法に関する研修を予定している。（⽇程
調整中）
・救命救急措置研修を26年3⽉頃に予定
している。

業務に従事するものが、⼈権について正しい認識を持って業務を遂⾏できるよう、⼈権研修（ハラスメント研修を含む）について、提案されている（確認事項18）

・⾼齢者・障がい者・⼦どもなど、すべての利⽤者の事故防止・安全性確保のた
め、職員が誘導・案内を⾏い、その都度適切に対応するほか、安全に⾒学できる
環境作りや、階段など危険箇所には貼紙をするなど様々な⽅法を駆使して利⽤
者の安全と秩序維持に努めている

・事故防止と安全確保のため、階段の滑り
止め設置等の措置、職員による口頭での案
内、貼紙による注意喚起などを⾏っている。
配慮が必要な⽅には、可能な限り職員が誘
導・案内を⾏い、利⽤者の安全と秩序維持
に努めている。

・利⽤者の多いイベント開催時などには、職員が適切に案内・誘導を⾏い、安全
確保と事故防止に努めている

・定員の多いイベント開催⽇等、利⽤者が
多い場合は、必要に応じてスタッフを増員し
て、適切に案内・誘導を⾏い、安全性の確
保と事故防止に努めている。

・団体⾒学時は職員が誘導・案内を⾏い、混雑による事故や他の利⽤者への迷
惑⾏為が生じないよう配慮している。特に⼩学校などの団体⾒学利⽤に際して
は、事前に代表者・引率者と綿密な打ち合わせを⾏い、⾒学順路・諸注意につい
て説明をして、児童などの安全確保を図っている

・団体⾒学のある場合は、事前に代表者等
と打ち合わせを⾏い、混乱・事故防止に努め
ている。特に⼩学校などの団体⾒学は、引
率教員による下⾒の際に、注意が必要な場
所や⾒学の流れなどについて綿密な打ち合
わせを⾏っている。

利⽤者が安全に利⽤できるよう施設内で発生するトラブルへの対応⽅法等について提案されている（確認事項15）
・敷地内禁煙、飲食の制限、迷惑駐⾞や騒⾳等の抑止に取り組み、トラブルが
発生した場合は総括責任者⼜は副総括責任者が責任をもって対応している

・敷地内については全館禁煙とし、その周知
を図っている。
・展⽰室での飲食⾏為を制限している。
・声掛けを⾏い、バイクなどの迷惑駐⾞ 等の
抑止に取り組んでいる。

・飲食物の管理について、食品衛生法の規定により食品衛生責任者を１名以上
配置し、職員全員で食品衛生管理に努めている

・食品衛生責任者を１名以上配置し、食
品を扱う際は注意事項をスタッフ間で情報
共有し、食品衛生管理に努めている。

利⽤者等の安全・秩序維持のための適切な対応⽅法について提案されている（確認事項16）
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3 3

歴史学習の拠点となるよう、枚⽅宿および
市内の史跡・⽂化財等の情報提供を⾏っ
ていることを確認した。

3 3

職員が丁寧な案内誘導を⾏い、館⻑や学
芸員が必要に応じて館内の説明や展⽰解
説を⾏っていることを確認した。

3 3

学校教育の⼀環として鍵屋資料館を利⽤
してもらいやすいよう、学校と連携する事業
を積極的に⾏っていることを確認した。

3 3

他の資料館や⼤学などと、情報交換や展
⽰・イベントで相互協⼒を実施・予定してい
ることを確認した。

3 3

博物館実習の受け⼊れを⾏い、実践的な
経験や訓練を積むことができるカリキュラムを
提供していることを確認した。

3 3

配慮が必要な来館者には近隣のコインパー
キング等を適切に案内するとともに、予備⽤
として資料館前の⺠間駐⾞場に1台分ス
ペースを確保していることを確認した。

3 3

新しい商品を提案するなど、ミュージアム
ショップの充実を図っていることを確認した。

・配慮が必要な来館者のために、資料館前の⺠間駐⾞場１台分を確保している 配慮が必要な来館者には近隣のコインパー
キング等を適切に案内するとともに、予備⽤
として資料館前の⺠間駐⾞場に1台分ス
ペースを確保している。

・市からの承認を得たうえで、ミュージアムショップの充実を図っている ・物販に関しては市に申請の上、承認をうけ
た地元の銘菓や枚⽅市・料亭鍵屋にゆかり
のある物産とオリジナルグッズを販売している。
また、鍵屋来館の思い出を深め、愛着を⾼
めるオリジナルグッズを充実させることに取り組
んでいる。11⽉頃には、料亭旅館営業時の
暖簾や浴衣の絵柄をデザインした手ぬぐいの
新規販売を予定している。

・学校教育の⼀環として鍵屋資料館を利⽤してもらいやすいよう、学校との連携を
積極的に⾏っている。夏休み前に枚⽅市教育委員会に案内⽂を配布するととも
に、⼤型バス駐⾞場の確保を⾏うほか、児童が主体性をもって学習できるよう現
場の教員と連携したうえでプログラムを調整している

・7⽉初旬、枚⽅市教育委員会に「⼩学校
対象　団体利⽤のご案内」を案内。教育委
員会担当と連携し、枚⽅市内全⼩学校の
ポストに投函した。
・⼤型バス駐⾞場について、淀川河川公園
管理センターの協⼒のもと確保している。
・児童が主体性をもって学習できるようなクイ
ズ形式の ワークシートを作成している。事前
に各学校の先生と打ち合わせをするなど、現
場の教員と連携したうえでプログラムを調整し
ている。
・中学校(山田中）や⾼校（枚⽅なぎさ
⾼、四條畷⾼）の「総合的な学習（探
求）の時間」の学習に協⼒。教員とも連携
し、学生によるプロモーション動画の制作やイ
ンタビューなどに対応している。

・他の資料館や⼤学などと、情報交換や展⽰・イベントで相互協⼒を⾏っている ・10⽉10⽇〜12⽉11⽇︓淀川資料館と
合同企画展｢淀川と観光｣を開催予定。関
連講座を11⽉2⽇及び12⽉8⽇に開催予
定。
・⽂化生涯学習課主催「栄永⼤治良生誕
100年記念展」に協⼒した。
・摂南⼤学現代社会学部サークルが来館。
教授及び学生に｢枚⽅宿と鍵屋｣に関する
情報交換を実施した。
・⼤阪工業⼤学の｢ソーシャル・オープンイノ
ベーションチャレンジ2025｣に協⼒している。
・龍⾕⼤博物館実習生の授業で学内｢龍
⾕ミュージアム｣に展⽰する資料について貸
出協⼒を予定している。

・博物館実習の受け⼊れを⾏い、実践的な経験や訓練を積むことができるカリキュ
ラムを提供している

・8⽉21〜25⽇（22⽇は旧田中家鋳物
⺠俗資料館）に博物館実習の受け⼊れを
実施した。ワークショップでの手伝いや、実習
生が企画・実施するミニ展⽰など、実践的な
経験や訓練を積むカリキュラムを提供した。

施設の利⽤の向上に関する計画が提案されている（確認事項19）
・歴史学習の拠点となるよう、枚⽅宿および市内の史跡・⽂化財等の情報提供を
⾏っている

・歴史学習の拠点となるように、企画展、ミニ
展⽰などを企画し、来館を促進する情報提
供活動をしている。
・枚⽅市の広報企画「ブラタカシ」第3弾につ
いて、枚⽅宿や淀川舟運に関する情報提
供・撮影に協⼒した。

・また⽴ち寄りたくなる親しみやすい資料館となるよう、全従業員が丁寧な案内誘
導を⾏っている。また、館⻑や学芸員が必要に応じて館内の説明や展⽰解説を
⾏っている

・来館者に対して、全従業員が丁寧に案
内・誘導を⾏い、来館者が親しみやすさを抱
いてくれるような雰囲気作りをしている。また、
館⻑・学芸員が必要に応じて館内の説明や
展⽰解説を⾏っている。
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3 3

平等かつ公正・公平な対応、受付や電話
対応など職員の接客マナーの向上に取り組
みを⾏っていることを確認した。

3 3

映像・⾳声などのデジタル機器導⼊を進め
ていることを確認した。

3 3

英語、中国語、韓国語に対応した紙媒体
販促物の多言語化に加え、多言語⾳声ガ
イドの導⼊に係る取り組みを進めていること
を確認した。

3 3

要配慮者の⼊館に際して、本⼈意思を尊
重した誘導や介助を⾏っていることを確認し
た。

3 3

適切な措置を講じていることを確認した。

3 3

必要に応じて椅⼦席を活⽤していることを
確認した。

・急な階段や段差の多い床などについて可能な限り対応を⾏い、安全に⾒学でき
る展⽰室作りに努めている。別棟に館内⽤⾞椅⼦を1台常備し、スロープなどによ
る段差の解消に取り組むほか、展⽰室の⾒学に⽀障のない範囲で休息⽤のソファ
や椅⼦を設置している

・事故防止と安全確保のため、階段の滑り
止め設置等の措置、職員による口頭での案
内・誘導、貼紙による注意喚起などを⾏って
いる。また、急な階段や段差の床に配慮が
必要な⽅には、可能な限り職員が適切な対
応をして安全に⾒学できる展⽰室作りに努
めている。
・別棟１階に館内⽤⾞椅⼦を1台常備して
いる。また、⾞椅⼦やベビーカーなどが安全に
来館できるように別棟前の石段に常時段差
スロープを設置している。
・主屋を安全に⾒学出来るように出⼊口の
段差に対応した｢移動式スロープ｣を2台導
⼊した。五六市などのイベント開催時など利
⽤者が多い場合に設置して活⽤している。
・別棟１F展⽰室に休息⽤のソファ椅⼦や、
２F⼤広間に座椅⼦を設置している。

・⼤広間での椅⼦席導⼊についての検討を⾏っている イベントやもてなし対応の充実をはかるため、
また利⽤者が、より快適に過ごせるように椅
⼦およびテーブルを導⼊し、必要に応じて活
⽤している。

・映像・⾳声などのデジタル機器導⼊を進め、⼊館者の理解度と満⾜度の向上に
努めている。

・⼤阪⽂化資源魅⼒向上事業「枚⽅宿古
今東⻄⾳絵巻」で製作協⼒したプロモーショ
ン動画や、⼤阪府公式チャンネルで公開され
ている当館を含めた淀川舟運のプロモーショ
ン動画を、五六市開催時に主屋で上映し
活⽤している。
・8⽉16⽇〜9⽉17⽇に開催した｢鍵屋に
すみついたおばけをさがせ｣では、「ひらかた市
⺠菊⼈形の会」による⼈形の制作風景など
を別棟2階⼤広間の⼤型モニターで上映し、
⼦どもから⼤⼈まで理解が深まるように努め
た。
・⼤阪工業⼤学の｢ソーシャル・オープンイノ
ベーションチャレンジ2025｣で⼤学生による
江⼾時代当時の淀川舟運の様⼦を再現し
たARコンテンツの制作に協⼒している。完成
後は、来館者の満⾜度向上に活⽤する予
定である。

・英語、中国語、韓国語に対応できるよう、紙媒体販促物の多言語化に加え、
多言語⾳声ガイドの導⼊に取り組んでいる。

・英語、中国語、韓国語に対応できるよう、
紙媒体販促物の多言語化に加えて、多言
語⾳声ガイドの導⼊をすすめるため、関⻄外
国語⼤学の留学生の協⼒を得ながらシナリ
オの作成に取り組んでいる。

・⾼齢者や障害者などの⼊館に際して、本⼈意思を尊重した誘導や介助を⾏って
いる。

・⾼齢者や障害者などの⼊館に際しては、可
能な範囲で職員が誘導・介助等を⾏い、適
切な対応に努めている。

インバウンドを含めた利⽤者に対する接遇対応向上について提案されている（確認事項20）
・平等かつ公正・公平な対応、受付や電話対応など職員の接客マナーの向上に
取り組み、接遇研修を⾏っている

・｢市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条例｣と｢同施
⾏規則｣の⼊館条件に関する規則を遵守
し、⼊館者に平等・公平な対応を実施して
いる。
・来館者に対して、丁寧で分かりやすく親し
みやすい接客を⼼がけ、より良い対応を追求
して、⽇報や朝礼でスタッフ間で共有して、マ
ナー向上に取り組んでいる。
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3 3

セルフモニタリングを適切に実施し、市にも共
有し、課題の解決に取り組んでいることを確
認した。

3 3

利⽤者アンケートを実施、分析し、市と共
有したうえで、管理運営の改善や提供サー
ビスの向上に活かしていることを確認した。

3 3

適切に資料調査、収集を⾏っていることを
確認した。

3 3
収集した資料については、資料台帳を整え
ることを確認した。

3 3

適切に⽂化財及び資料の適切な保存に努
めていることを確認した。

3 3

露出展⽰している⺠俗資料に対しては、⽇
常点検や保護カバーの設置などの維持管
理がされていることを確認した。

3 3

枚⽅宿関連の資料に加え、他地域も含め
た広範囲の資料についても調査研究を⾏っ
ていることを確認した。

3 3

⼈々の生活諸相や⺠俗⽂化についても調
査研究を⾏っていることを確認した。

3 3

古⽂書や⺠俗資料などに依拠した調査以
外にも地域住⺠との連携を図りながら地域
⽂化研究の蓄積を進めていることを確認し
た。

・枚⽅宿関連の資料に加え、他地域も含めた広範囲の資料についても調査研究
を⾏っている

・枚⽅市以外の淀川洪水に関する資料調
査を⾏っている。
・企画展「淀川と観光」に合わせて、個⼈が
所有する淀川水系の絵葉書についての調査
を⾏った。

・⼈々の生活諸相や⺠俗⽂化についても調査研究を⾏っている ・周辺環境・まちなみの変化などについて、市
⺠への聞き取り調査、資料調査（古写真
など）を⾏っている。

・古⽂書や⺠俗資料などに依拠した調査以外にも地域住⺠との連携を図りながら
地域⽂化研究の蓄積を進めている

・周辺環境・まちなみの変化などについて、市
⺠への聞き取り調査、資料調査（古写真
など）を⾏い、地域⽂化研究の蓄積を進め
ている。
・博物館実習の際に、地域調査を⾏った。

・収集した資料については、資料台帳を整える ・収集した資料については、情報収集を⾏っ
たうえで資料台帳を整えている。

・⽇常的な点検や環境調査を⾏うとともに、展⽰ケース内への調湿剤の設置や定
期的な再調湿による温湿度管理、年２回炭酸ガスによる燻蒸による防⾍対策、
LED照明の導⼊、専⽤の保存容器を利⽤した保存環境維持等を⾏い、⽂化財
及び資料の適切な保存に努めている

・展⽰ケースおよび資料保管場所においては
調湿剤を設置、温湿度測定のためのデータ
ロガーを設置し管理している。また、光の管
理としては遮光カーテンを取り付けている。
・業者による年2回の害⾍駆除（4⽉・7
⽉）や、⽇常の点検と清掃、整理整頓の実
施、照明のLED化など環境の維持に努めて
いる。

・露出展⽰している⺠俗資料に対しては、⽇常点検や保護カバーの設置などの維
持管理に努める

・主屋で露出展⽰している部材、そろばんな
どをアクリルケースで保護して展⽰している。
・1⽇2回以上の巡回点検をして維持管理
に努めている。

・利⽤者アンケートを実施、分析し、市と共有したうえで、管理運営の改善や提供
サービスの向上に活かしている

・紙のアンケートに加えて、QRコードでのアン
ケート⽅法を追加して、回答数の増加に努
めている。アンケート結果を分析して、市と共
有した上で、管理運営の改善や提供サービ
スの向上に活かしている。上半期には、アン
ケート内容を反映したイベント（夜間開
館）を実施した。

イ）資料の収集・保存・調査・研究・展⽰に関する提案
枚⽅宿に関する⽂化財その他資料の収集、保存、調査研究に関する計画が提案されている（確認事項22）

・市⺠や近隣施設から広く情報を集め、資料館に必要な資料の収集を⾏い、購
⼊可能な資料は、市との協議のうえ適宜収集を進め、寄贈・寄託の申し出があっ
た際には現地調査を実施し、適切な受け⼊れを検討している

・企画展にあわせた資料調査をしている。
・昨年度以来、市⺠より情報提供があった
資料（⽮野橋村１点、永松春洋２点）
の調査に協⼒した。
・市⺠から寄贈の申し出があった際には、聞
き取りなどの情報収集を⾏った上で適切に受
け⼊れた（料亭旅館「鍵屋」関連資料2
点）。

セルフモニタリング及び利⽤者等に対するアンケートの実施について提案されている（確認事項21）
・⽇常モニタリング及び定期モニタリング（年間・中間）を実施し、管理運営の改
善・向上に活⽤している。また、毎⽉モニタリング評価表を市に提出し、その結果
明確になった課題について改善を図っている

・業務状況について⽇報を作成して、⽇常
的なモニタリングを⾏い、管理運営の改善・
向上に取り組んでいる。また毎⽉モニタリング
評価表を提出し、その結果明確になった課
題について改善を図っている。上半期には、
来館者の靴の履き間違いを予防するため、
靴袋の常時設置を開始した。

6



3 3

展⽰計画に基づき、実施、予定されている
ことを確認した。

3 3

主屋東棟及び⻄棟で、旧鍵屋で使⽤され
ていた部材を展⽰していることを確認した。

3 3

ハンズ・オン資料・解説ボードを配置している
ことを確認した。

3 3

ボランティア養成につながる展⽰が実施、予
定されていることを確認した。

3 3

各展⽰について、実施、予定されていること
を確認した。

3 3

各事業について、予定されていることを確認
した。

・常設展⽰や企画展⽰の枠組みでは展⽰が難しい資料については、市⺠学芸員
体験講座受講生や修了生の協⼒を得て⼩規模な展⽰を⾏うなど、ボランティア養
成に務めている

・｢学芸員のお仕事体験｣を実施している。
開催時期︓25年7⽉、9⽉、11⽉、25年
2⽉、3⽉の計5回予定。講座中に受講生
による⼩規模なミニ展⽰を⾏う予定である。

・季節や年中⾏事に関連した資料や社会の話題に合わせた資料などについて、タ
イムリーな展⽰を⾏っている

・NHK⼤河ドラマの話題性に応じて、5⽉28
⽇〜7⽉24⽇にミニ展⽰「都名所図会」と
「東海道中膝栗⽑」―江⼾時代の出版物
―」を実施した。また、7⽉25⽇〜9⽉4⽇
に企画展「江⼾時代の出版物」を実施し
た。
・12⽉の「枚⽅宿まちかど歴史展⽰」では、
今年開催された「⼤阪・関⻄万博」に合わせ
て、55年前のEXPOʼ70の関連資料を展⽰
予定。

常設展⽰、企画展に関連する講座等が提案されている（確認事項24）
・常設展⽰や企画展に関連した講座を年3回以上実施している ・淀川資料館との企画展関連講座を、11

⽉2⽇｢淀川の河川観光を考える〜枚⽅上
流地域を中⼼に｣、12⽉8⽇｢⼤和川と名
所図会｣と2回開催予定である。
・企画展関連の史跡巡り｢宇治をめぐる〜宇
治川の名所・史跡・⼟⽊〜｣を11⽉19⽇に
開催予定である。

常設展⽰、企画展などの展⽰計画が提案されている（確認事項23）
・設置目的に沿い、展⽰計画に基づき年３回以上の企画展を実施している ・7⽉25⽇〜9⽉4⽇︓企画展｢江⼾時代

の出版物｣を開催した。
・淀川資料館との合同企画展｢淀川と観
光｣を10⽉12⽇〜12⽉11⽇で開催予
定。
・26年1⽉〜2⽉頃に企画展｢引札と福の
神（仮称）｣を開催予定。

・主屋⻄棟に旧鍵屋で使⽤されていた部材(資料)を配置するなど、展⽰を充実さ
せている

・主屋東棟及び⻄棟で、旧鍵屋で使⽤され
ていた部材を展⽰している。展⽰の充実のた
め、説明パネルの追加を予定している。

・主屋を中⼼に江⼾時代の貨幣や道具などのハンズ・オン資料・解説パネルを配
置して触れて学べる展⽰を⾏っている

・主屋に千両箱を設置し、触れて学ぶことが
できるようにしている。
・スマホでQR読み取りの解説ボードを設置し
て江⼾時代の主屋の特徴を解説している。
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3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

・淀川舟運の中継港であった枚⽅宿の歴史を伝える事業として、⺠間会社と連携
し、枚⽅から八軒家浜を結ぶ「舟運事業」を実施している

・⼀本松海運株式会社と連携した事業｢蘇
れ!!淀川の舟運｣に協⼒して、春（5⽉）に
実施した。秋（10⽉）も開催予定。
・⼤阪水上バス株式会社と連携した事業｢
⼤阪浪漫紀⾏｣に協⼒、11⽉に開催予定
である。

・⼤広間を活⽤した郷⼟食を含む食事体験を実施するほか、「1830年に枚⽅宿
で紀州藩⼠に提供した⼣食」の献⽴を⼀部再現した食事体験や「和紙のひな⼈
形展」開催時に特製「ひな御膳」を提供するなど、⼤広間の活⽤を図っている

・⼤阪・関⻄万博ディスティネーションキャン
ペーンで、⼤広間でのおもてなし食事体験を
提供した。
・⼤阪・関⻄万博およびアフター万博にあわ
せて国内・海外OTAに「紀州藩⼠に提供し
た⼣食」の献⽴を⼀部再現した食事体験を
提案している。
・「和紙のひな⼈形展」開催時に、特製「ひ
な御膳」を提供する予定である。

ウ）事業に関する提案
鍵屋資料館を活⽤した歴史・⽂化に関連した講座・イベントが提案されている（確認事項25）

・⼩中学生対象のイベントと保護者と⼦ども（⼩中学生）対象のイベントをそれぞ
れ年１回ずつ実施している

・保護者と⼦ども（⼩中学生）対象のイベ
ントとして、7⽉26⽇に「夏休みこども地本問
屋体験」、8⽉2⽇・3⽇に「勾玉のペンダン
ト」、8⽉24⽇に「おばけ折り紙教室」を実施
した。2026年1⽉は、⼩中学生対象のイベ
ントとして｢こども将棋⼤会｣の開催を予定し
ている。

・伝統⽂化に関する講座・イベントを年３回以上実施している ・くずし字講座（全4⽇間）を7⽉コース・8
⽉コース・9⽉コースと3回実施した。
・6⽉15⽇｢はじめましてのお茶会Ⅱ｣を開催
した。12⽉6⽇には濃茶を体験するお茶会
を開催予定。
・10⽉26⽇｢林家愛染さんと楽しむ落語の
世界｣、11⽉30⽇｢琵琶で聴く、平家物
語｣を開催予定。
・3⽉に講談会を開催予定。
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3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

3 3

各事業について、予定されていることを確認
した。

3 3

資料館に関⼼がない層を含む、幅広い層に
対し訴求⼒のある事業が予定されているこ
とを確認した。

3 3

各事業について、実施されていることを確認
した。

3 3

各事業について、実施、予定されていること
を確認した。

・枚⽅宿くらわんか五六市の開催に合わせて主屋や中庭、⼤広間などを活⽤した
事業や関⻄⽂化の⽇に合わせて鍵屋別館の商店などと連携した「鍵屋蔵前カ
フェ」などを実施している

・五六市開催⽇に主屋にて｢ギャラリートー
ク｣を開催した。
　5⽉︓主屋ギャラリートーク（3回実施）
　10⽉︓主屋ギャラリートーク（3回実施予
定）
・五六市開催⽇に別棟2階⼤広間でミニ
ワークショップを開催した。（確認事項26︓
4項目目に記載）
・11⽉15⽇〜16⽇、関⻄⽂化の⽇に主
屋や中庭を活⽤した「かぎや蔵前カフェ」を開
催予定である。鍵屋別館の商店と連携し、
今年度は新たに地元野菜や花の販売を⾏う
予定である。

・⺠間企業と連携し、広範囲に情報発信が可能で広域からの来客が期待できる
事業を実施している

・10⽉13⽇、㈱アオキカヌーワークスや枚⽅
市などと連携し｢Eボート川下り＆とっておき
体験｣を開催予定。
・11⽉9⽇、京阪ホールディングス㈱と連携
し、｢歴史探訪ウォーク　まちあるき＆コンサー
ト｣を開催予定。

・資料館に関⼼がない層を含む、幅広い層に対し訴求⼒のある事業を年1回以
上実施している

・12⽉14⽇、テレビ番組等多⽅面で活躍さ
れている赤井勝氏を講師に招いた装花パ
フォーマンスイベントを開催予定。これまで鍵
屋を訪れたことがなかった幅広い層を集客に
寄与することを目的としている。

・枚⽅宿くらわんか五六市に合わせた当⽇申込で利⽤できるミニワークショップを企
画している

・五六市開催⽇（8⽉は未開催）に⼤広
間で当⽇申込で利⽤できるミニワークショップ
を開催した。
　4⽉︓｢むかしの遊び体験｣
　6⽉︓｢新聞エコバックづくり｣
　7⽉︓｢着物パーソナルカラー診断・顏タイ
プ着物診断体験会｣
　9⽉︓｢新聞エコバックづくり｣

枚⽅宿全体の賑わいを創出する講座・イベントが提案されている（確認事項26）
・集客性のある講座・イベントを年8回以上実施している ・5⽉17⽇｢季節を楽しむ　端午の節句｣を

開催した。
・5⽉29⽇｢江⼾の製本技術を学ぶ。地本
問屋体験｣（和綴じ）を開催した。
・6⽉26⽇｢正絹で作るつまみ細工のお飾
り｣を開催した。
・7⽉21⽇｢夏の星空ランタン｣を開催した。
・7⽉25⽇｢着物地・表装裂で匂い袋をつく
る｣を開催した。
・8⽉21⽇｢夏の星空ランタンⅡ｣を開催し
た。
・8⽉16⽇〜9⽉17⽇｢鍵屋に住みついた
おばけをさがせ｣を開催した。
・8⽉22⽇/9⽉6⽇｢ドキドキ夜のおばけを
探せ｣を開催した。
・9⽉21⽇｢はじめての浴衣｣を開催した。
・9⽉27⽇｢はじめてさんのヨガ｣を開催した。
・10⽉22⽇｢薬膳のお話と八宝茶づくり｣を
開催予定。
・11⽉23⽇︓「季節を楽しむ16」を開催予
定。
・12⽉｢和凧教室｣を開催予定。
・2⽉｢つまみ細工｣を開催予定。
・2⽉〜3⽉｢和紙のひな⼈形展｣を開催予
定。
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3 3

業務要求事項に定められた回数を超えた
事業の実施を予定していることを確認した。

3 3

関係法規を遵守し、計画通りに設備の定
期点検や害⾍駆除を実施。⽇々の清掃・
モニタリングも努めて、建物と資料の保存・
維持管理を⾏っていることを確認した。

3 3

適正な⼈員配置と業務分担を⾏っているこ
とを確認した。

3 3

⽇常点検を実施していることを確認した。

3 3

専門事業者に委託し適切な管理を⾏って
いること、未実施のものについては、年度内
に予定していることを確認した。

3 3

AEDの点検を実施し、資料館職員対象の
救急救命・応急措置等の安全講習を予定
していることを確認した。

3 3

備品台帳を作成・整備し、現状確認を⾏
い、市との情報共有を図った。

3 3

適切な業者に委託し、処理していることを
確認した。

3 3

環境に配慮した管理運営を⾏い、エコオフィ
スの取り組みに努めていることを確認した。

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、節電・省エネルギー等の取組が提案されている（確認事項33）
・⾬水の有効利⽤やＬＥＤ照明への変更、空調温度の適正設定、使⽤しない
部屋の消灯など環境に配慮した管理運営が⾏われているほか、古紙や封筒の再
利⽤などエコオフィスの取り組みに努めている

・花壇の水やり、打ち水等に⾬水を利⽤する
とともに、未使⽤部屋の消灯や、照明の
LED化をすすめている。節水・節電に努め、
空調温度の適正設定、古紙封筒など再利
⽤によるエコオフィスに取り組んでいる。

備品管理に当たり、台帳の整備並びに責任所在について提案されている（確認事項31）
・備付けの備品・物品⼀覧表に基づき備品台帳を作成・整備し、毎年現状確認
を⾏うとともに、市との情報共有を図っている

・⽂化財課が提⽰する備品⼀覧表に基づ
き、備品台帳を作成し、備品の現状確認を
⾏い、⽂化財課と情報共有を図っている。

施設内で生じた廃棄物の適切な⼀時保管、搬出、処理の提案がされている（確認事項32）
・⼀般廃棄物は分別収集を⾏い、収集・運搬・処理を許可事業者に委託してい
る

・⼀般廃棄物を分別し、⼀時保管後、収
集・運搬・処理を許可事業者に委託してい
る。

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利⽤者への安全、快適な環境が提案されている（確認事項30）
⽇常点検については随時従業員による巡回点検を⾏い、設備や展⽰資料の破
損・劣化・盗難等の防止に努め、迅速かつ適切な対応を徹底している

・開館時は、職員による巡回点検を⾏い、
閉館時は警備会社職員による１⽇２回の
巡回点検、機械警備により防犯に努めてい
る。

・清掃業務、警備業務、防災設備点検整備業務、樹⽊管理業務、展⽰設備
保守点検業務、冷暖房設備管理業務等を専門事業者に委託し適切な管理を
⾏っている

各種業務を専門業者に委託し、適切に管
理している。
・清掃事業については、窓ガラス清掃を年6
回計画で4⽉、6⽉、8⽉の3回実施。残り
は10⽉、12⽉、25年2⽉予定。床清掃を
年2回計画で、4⽉実施、10⽉実施予定。
・警備業務については⽇常的に警備点検を
実施。
・防災設備点検整備業務については、点検
を年2回計画で、機器点検は9⽉に実施し
た。点検結果報告書を枚⽅消防署に提出
済みである。総合点検を26年3⽉に予定。
・樹⽊管理業務については、薬剤散布と樹
⽊剪定を各、年１回計画で実施、薬剤散
布を7⽉、樹⽊剪定を8⽉に実施。
・展⽰設備保守点検については、年１回保
守点検の計画、26年１〜３⽉で点検予
定。
・冷暖房設備管理業務（フロン排出抑制
法に基づく簡易点検）については、年4回計
画で、4⽉、7⽉実施、残りは10⽉、26年1
⽉予定。

・ＡＥＤを⽞関に設置し定期点検を⾏うとともに、資料館職員対象の救急救命・
応急措置等の安全講習を実施している

･⽇常巡回で機器の目視点検を実施してい
る。救急救命・応急措置の安全講習を26
年１〜３⽉に実施予定である。(昨年と同
時期）

【施設の管理に関する事項】
関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項28）

・⽂化財保護法、市⽂化財保護条例、市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条例等関係法
規を遵守した管理運営を⾏っている

枚⽅市の「⽂化財保護法」「枚⽅市⽂化財
保護条例」「市⽴枚⽅宿鍵屋資料館条
例」など関係法規を遵守し、計画通りに設
備の定期点検や害⾍駆除を実施。⽇々の
清掃・モニタリングも努めて、建物と資料の保
存・維持管理を⾏っている。

適正な⼈員配置が提案されている（確認事項29）
・適正な⼈員配置と業務分担を⾏っている 適正な管理運営を図るために、館⻑、副館

⻑、学芸員、受付案内、⼊館経理などの必
要⼈員を配置している。

指定管理事業について、業務要求事項に定める回数以上の提案がされている（確認事項27）
・業務要求事項に定められた回数を超えた事業を実施している。また、回数を充
⾜することより各講座やイベントの目的をしっかり定め、目的に沿った質の⾼い内容
を提供し、参加者数を重要視した事業を開催する

・業務要求事項に定められた回数を超えた
事業の実施を予定している。また、歴史・⽂
化との関連性、枚⽅宿全体の賑わい創出な
どの目的をしっかり定め、来館者数増加に繋
がるように話題性や集客性を捉えた内容を
検討している。
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3 3
情報公開の実績はなかったことを確認した。

3 3

法律を遵守し、規則に則り適正に対応して
いることを確認した。

3 3

実績はなかったが、緊急時に関係機関に速
やかに連絡をする体制で運⽤をしていること
を確認した。

3 3

職員による巡回点検および閉館後の警備
会社職員による巡回、機械警備を実施し
ていることを確認した。

3 3

防⽕管理者を定めるとともに、緊急連絡体
制を組織し、消防計画を作成して⽕災、震
災、その他の災害の予防及び⼈命の安全
並びに災害防止に努めていることを確認し
た。

3 3
⾃衛消防訓練を計画していることを確認し
た。

3 3

危機管理マニュアルを整備していることを確
認した。

3 3

緊急時の連絡体制を構築していることを確
認した。

3 3

情報共有を図り、適宜市の判断を仰ぎなが
ら施設運営・管理事業に努めていることを
確認した。

緊急事態発生時⼜は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・⽅策が提案されている（確認事項37）
・予め定めた「⽕災・事故等緊急時、危機管理対応時の連絡体制」緊急時の連
絡体制を構築している

・緊急連絡体制を構築し、緊急時に対応で
きるようにしている。

構成員間（本⽀社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え⽅が明確に⽰され、かつ考え⽅に対応した分担内容となっている（確認事項38）
・指定管理者募集要項 別表２「リスク分担表」に⽰されている内容を⼗分認識
し、⾒込まれていない特段の事情が生じた場合は市と協議している

・枚⽅市から提⽰されているリスク分担表を
認識するとともに、情報共有を図って、施設
運営・管理事業に努めている。

・防災対策として、消防法に基づき防⽕管理者を定め、消防計画を作成し、資
料館における防⽕管理業務について必要な事項を定めて、⽕災、震災、その他の
災害の予防及び⼈命の安全並びに災害防止に努めている

・甲種防⽕管理者の認定を得た防⽕管理
者を定めるとともに、緊急連絡体制を組織
し、消防計画を作成して緊急時に対応でき
るようにしている。

・⾃衛消防隊を組織し、定期的に訓練を実施している ・消防法の規定に従い、年2回の⾃衛消防
訓練を計画している（１２⽉、2⽉予
定）。

・危機管理マニュアルを整備している ・｢警報等発表時及び地震発生時の対応マ
ニュアル｣を定め運⽤をしている。また、⾃衛
消防訓練の際には、実施要領を作成し、各
役割について把握できるように努めている。

【緊急時における対策に関する事項】
緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（確認事項36）

・緊急時の危機管理対応について、指定管理者・市・警察・消防、警備会社等
関係機関と連絡を取り、迅速かつ適切に対応している

・指定管理者により｢警報等発表時及び地
震発生時の対応マニュアル｣を定め、緊急時
に関係機関に速やかに連絡をする体制で運
⽤をしている。上半期は実績はなかった。

・防犯対策として、開館時は⽇常的に職員の目視による巡回点検を⾏い、閉館
時は機械警備及び巡回警備を実施することにより、⽕災・盗難・施設破損及び
汚損の予防警戒及び早期発⾒に努めている

・開館時は、職員による1⽇2回以上の巡回
点検を実施し、閉館時は警部会社職員に
よる1⽇2回の巡回点検や、機械警備による
防犯に努めている。

・枚⽅市情報公開条例および指定管理者が定める「情報公開及び個⼈情報に
関する規則」に基づき、情報公開に取り組んでいる

・条例および規則に基づき、適切に運⽤して
いる。上半期は情報公開の実績はなかっ
た。

個⼈情報保護法及び関係法令の目的等を踏まえ、個⼈情報の保護に関する必要な措置について明確に⽰されている（確認事項35）
・個⼈情報の保護に関する法律を遵守し、業務によって知り得た個⼈情報の内
容を第三者に漏らし、または、不当な目的に使⽤しない等、指定管理者が定める
「情報公開及び個⼈情報に関する規則」に則り対応している

・法律を遵守し、規則に則り適正に対応して
いる。

【情報公開及び個⼈情報保護の措置に関する事項】
枚⽅市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に⽰されている（確認事項34）
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3 3

市⺠学芸員体験講座を実施していることを
確認した。

3 3

「枚⽅観光ボランティアガイドの会」と相互協
⼒し、枚⽅宿を訪れる観光客の満⾜度向
上を図っていることを確認した。

3 3

関連施設・団体とホームページをリンクさせ
ている。また、公式ホームページの翻訳機能
については未実装だが、ウェブサイトの翻訳
サービス等を利⽤した翻訳機能について検
討していることを確認した。

3 3

地域情報誌への掲載はなかったが、代替案
が⽰されている。積極的な広報活動に努め
ていることを確認した。

3 3

リーフレット（⼤⼈⽤・⼦ども⽤）およびワー
クシート（⼦ども⽤）を作成していることを
確認した。

施設の利⽤促進に繋がる広報活動等について実施計画が提案されている（確認事項40）
・関連施設・団体等とホームページをリンクさせている。また、公式ホームページに翻
訳機能を備えている

・関連施設・団体の｢枚⽅⽂化観光協会｣｢
枚⽅市｣｢旧田中家鋳物⺠俗資料館｣｢淀
川資料館｣などのホームページをリンクさせて
いる。
・公式ホームページについて、スマホからのアク
セス時は、英語その他多数の言語への翻訳
機能を使⽤することができる。ウェブサイトの
翻訳サービス等を利⽤した翻訳機能につい
ても検討している。

・SNSや地域情報誌「ひらいろ」などに展⽰やイベントなどの情報を掲載するほか、
公共施設、商業施設や駅等で積極的に広報活動に取り組むなど、様々な媒体
を活⽤して鍵屋資料館をPRし、施設利⽤の向上に取り組んでいる

・インスタグラムなどのSNSを通じた⽇常的な
情報発信を⾏っている。
・「まいぷれ」や「いこーよ」などの外部情報サ
イトでイベント情報を掲載し、幅広い集客に
努めている。
・10⽉・11⽉に、⼤阪府の協⼒のもと、⼤
阪府・⼤阪⽂化芸術事業実⾏委員会の外
部情報サイト「⼤阪⽂化魅⼒向上事業」の
ホームページにイベント情報を掲載予定であ
る。
・上半期は、地域情報誌への掲載にかわり、
枚⽅市⽴生涯学習交流センターの協⼒のも
と、枚⽅モール5階センター内のサイネージに
イベントのPRを実施予定である。
・枚⽅モール１F観光案内所「Syuku56」
や枚⽅公園駅にチラシを配架している。

・幅広い層に対し、市の歴史・⽂化の魅⼒を発信し歴史学習の拠点となるよう情
報発信するリーフレット（⼤⼈⽤・⼦ども⽤）およびワークシート（⼦ども⽤）を作
成している。

・リーフレットは⼤⼈⽤・⼦ども⽤の2種類を
作成・配布している。
・⼩中学校の団体⾒学については、クイズ形
式のワークシートを利⽤している。

【その他】
利⽤者サービスを維持・向上させる具体的な取組について提案されている（確認事項39）

・市⺠学芸員体験講座を実施している ・市⺠学芸員体験講座にかわる企画として
「学芸員のお仕事体験」を7⽉より実施して
いる。参加者には、実際に資料を⾒たり触っ
たりしてもらいながら、資料館の運営や展⽰
の企画等について学んでいただき、ミニ展⽰を
企画・実施してもらう予定である。

・「枚⽅観光ボランティアガイドの会」と相互協⼒し、枚⽅宿を訪れる観光客の満
⾜度向上を図っている

・ボランティアガイド案内による、枚⽅宿まち
歩きから鍵屋に来館される団体客が多く、ボ
ランティアガイドと連携して、観光客に対する
おもてなしの向上を図っている。
五六市開催⽇に主屋でボランティアガイドに
よる説明を実施している。
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指定管理者による⼀次評価　平均点 3.0 3.0

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○

・収⽀予算書と比較して収⼊額は⼤幅に
減少しておらず、収⽀状況には問題がない
ことを確認した。

○ ○

収⽀予算書と比較して、想定外に多く⽀
出している費目はないことを確認した。

○ ○
運⽤資⾦の借り⼊れは⾏っていないことを
確認した。

○ ○

口座管理については⼊出⾦を、つり銭につ
いては資料館閉館後に毎⽇確認しているこ
とを確認した。

A

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である △が１個以上
不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・口座管理、つり銭等の現⾦管理は適正に⾏われているか。 ・口座管理、つり銭等の現⾦管理を適正に
⾏っている。

評価項目1　業務の履⾏状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況の評価（所管部署）

評価項目１⑵の評価基準
全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる

・収⽀予算書と比較して収⼊額が⼤幅に減少していない。／⼤幅に減少している場
合、その理由が妥当で、今後安定した収⼊を得られる⾒込みがあるか。

・収⽀予算書と比較して収⼊額は⼤幅に減
少していない。

・収⽀予算書と比較して、想定外に多く⽀出している費目がない。／想定外に多く⽀
出している費目がある場合、その理由が妥当で、今後、予定外の⽀出が発生するおそ
れがないか。

・収⽀予算書と比較して、想定外に多く⽀
出している費目はない。

・運⽤資⾦の借り⼊れを⾏っていない。／借り⼊れを⾏っている場合、その理由が妥当
か。

・運⽤資⾦の借り⼊れは⾏っていない。

適正（適切）である
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である
不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

事業計画の履⾏において⼀部努⼒が必要だが、概ね適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満
事業計画の履⾏において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満

評価項目１　業務の履⾏状況　⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）
に関する事項の評価（所管部署）

評価ポイントごとの評価基準

所管部署による二次評価　平均点

評価項目１⑴の評価基準
事業計画における提案以上に、良好な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が４点以上
事業計画に則した適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○
再委託禁止に関する事項を順守し、市の
承認手続きを経て適切に実施している。

○ ○

市の承認を得たうえで実施している。

○ ○

実績はなかった。

○ ○
備品リストを作成し、リストに基づき保管し
ていることを確認した。

○ ○

⼤阪万博に出品するため、展⽰品の⼀部
を移動させることがあったが、市に事前報告
し承認を得ていた。

○ ○
実績はなかった。

○ ○

市の承認を得たうえで実施している。

○ ○

指定管理業務と他の事業等で利⽤する口
座を分けて管理していることを確認した。

○ ○

実施に当たっては事前に連絡会・企画書
等で報告を受け、承認している。

○ ○
⾃主事業に係る経費について、指定管理
料からの⽀出を⾏っていないことを確認し
た。

○ ○
労働基準法等の労働関係法令を遵守して
いることを確認した。

○ ○

年間を通して、特筆すべき意⾒・要望等は
なかったことを確認した。

○ ○

⽂書管理に関する規定等を定め、適正に
管理・保存していることを確認した。

○ ○

古新聞を活⽤したイベントを実施するなど、
環境への配慮が適切に⾏われていることを
確認した。

募集要項13ページに記載している施設の利⽤者等からの意⾒・要望等への対応につ
いて、「職務の執⾏に対する意⾒、要望等の記録等に関する条例」に基づき、記録等
の対応を⾏っているか

施設の利⽤者等からの意⾒・要望等への対
応について、「職務の執⾏に対する意⾒、要
望等の記録等に関する条例」に基づき、記
録等の対応を⾏っている。

募集要項13ページに記載している⽂書の管理・保存について、指定管理者が業務に
伴って作成し、⼜は受領した⽂書等に関し、⽂書管理に関する規定等を定め、適正に
管理・保存しているか

⽂書の管理・保存について、指定管理者が
業務に伴って作成し、⼜は受領した⽂書等
に関し、⽂書管理に関する規定等を定め、
適正に管理・保存している。

募集要項13〜14ページに記載している「環境への配慮」を適切に⾏っているか ⾬水の利⽤、紙の再利⽤など資源の有効
活⽤を⾏っている。
五六市開催⽇のミニワークショップで、廃棄
予定の新聞を活⽤した｢新聞エコバックづく
り｣を開催した。

募集要項10ページに記載している⾃主事業の実施にあたっては、事前に市の承認を得
ているか

⾃主事業の実施にあたっては、事前に市の
承認を得ている。上半期は新規オリジナル
グッズの制作などを⾏った。

募集要項11ページに記載している⾃主事業に係る経費について、指定管理料からの
⽀出を⾏っていないか

⾃主事業に係る経費について、指定管理料
からの⽀出を⾏っていない。

募集要項13ページに記載している労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか 労働基準法等の労働関係法令を遵守して
いる。

募集要項４ページに記載している展⽰収蔵資料を新たに収集する場合、事前に市と
協議しているか

実績はなかったが、展⽰収蔵資料を新たに
収集する場合は、事前に市と協議する。

募集要項7ページに記載している施設・設備の⼀部変更・改修・整備を⾏う場合、事
前に市の承認を得ているか

施設・設備の⼀部変更・改修・整備を⾏う
場合、事前に市の承認を得ている。上半期
は、畳の表替えなどを⾏った。

募集要項8ページに記載している管理口座について、指定管理業務に伴い発生する経
費及び収⼊（⾃主事業分は除く）は、指定管理者が他の事業等で利⽤する口座と
は別の口座で管理しているか

管理口座について、指定管理業務に伴い発
生する経費及び収⼊（⾃主事業分は除
く）は、指定管理者が他の事業等で利⽤す
る口座とは別の口座で管理している。

募集要項４ページに記載している備品調達の際には、あらかじめ市と協議を⾏っている
か

実績はなかったが、備品調達の際には、あら
かじめ市と協議を⾏う。

募集要項４ページに記載している展⽰収蔵資料について、資料台帳を備え、台帳に
基づき適正に保管しているか

展⽰収蔵資料について、資料台帳を備え、
台帳に基づき適正に保管している。

募集要項４ページに記載している展⽰収蔵資料の修復や移動等を⾏う場合、市に事
前報告し承認を得ているか

展⽰収蔵資料の修復や移動等を⾏う場
合、市に事前報告し承認を得ている。上半
期は、「⼤阪・関⻄万博」でのイベント
「LOCAL JAPAN展」のため、収蔵資料
（船の模型など）を会場まで移動、7⽉28
⽇〜31⽇の期間で展⽰した。

所管部署による二次評価

評価理由

募集要項２ページに記載している再委託禁止に関する事項を遵守し、市の承認手続
きが適切に⾏われているか

再委託禁止に関する事項を遵守し、市の承
認手続きを適切に⾏っている。

募集要項３ページに記載している開館時間及び休館⽇を臨時に変更する場合、あら
かじめ市の承認を得ているか

開館時間及び休館⽇を臨時に変更する場
合、あらかじめ市の承認を得ている。上半期
には「ドキドキ夜のおばけさがし」と「鍵屋⼣涼
み会」を実施した。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）に実施している。
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。
実施していない、⼜は不適切な点がある

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価
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○ ○
適切な保険に加⼊していることを確認した。

○ ○

指定管理者名と設置者としての市の連絡
先を施設内に表⽰するとともに、利⽤料⾦
表等に明記していることを確認した。

○ ○

⾞いすをいつでも使⽤できるよう管理してい
るほか、障害特性に応じたコミュニケーション
手法で対応するなど、障害者差別解消に
関する取り組みを⾏っていることを確認し
た。

○ ○

市の承認を受けた、指定管理者が雇⽤す
る常勤職員を総括責任者として配置してい
ることを確認した。

○ ○

⽂化財に関連する課程を専攻した学芸員
資格を有する者を副館⻑として選任してい
ることを確認した。

○ ○

原則として開館時間中は施設に滞在して
いることを確認した。

○ ○

館⻑、副館⻑、学芸職員はそれぞれ他の
職種と兼務していないことを確認した。

○ ○
開館中は、学芸員資格を有する者が必ず
出勤していることを確認した。

○ ○

館⻑が甲種防⽕管理者となり、安全・防
災業務全般の管理監督を⾏っていることを
確認した。

○ ○

従業員に業務従事にふさわしい服装を着
⽤させ、名札を付けさせるとともに、指定管
理者の従業員であることが確認できる身分
証明書を携帯させていることを確認した。

○ ○

消防⽤設備等点検結果報告書を適切な
時期に提出している。

○ ○

指定管理業務の実施に係る各種記録を
⾏っており、⽉例報告で報告を⾏っているこ
とを確認した。

○ ○

実績はなかったことを確認した。

○ ○

当該資料を適切に整理、保管していること
を確認した。

仕様書7ページに記載のとおり、仕様書で第三者への業務委託を認められた範囲内
で、業務の⼀部を委託する場合および業務の⼀部を委託した相手⽅を変更しようとす
る場合にあらかじめ書面により市の承認を得ている

業務委託に関して、あらかじめ書面により市
の承認を得ている。今年度において委託業
者の変更はない。

仕様書7ページ記載の「各種報告・⽂書管理」に関し、市の貸与する書籍及び指定管
理者の作成書類等、指定管理業務の実施に係る書類は、市の求めに応じて常に提⽰
できるよう、適切に整理し、保管しているか

「各種報告・⽂書管理」に関し、市の貸与す
る書籍及び指定管理者の作成書類等、指
定管理業務の実施に係る書類は、市の求
めに応じて常に提⽰できるよう、適切に整理
し、保管している。

仕様書5ページに記載のとおり、業務従事にふさわしい服装を着⽤させ、全従業員に名
札を付けさせるとともに、指定管理者の従業員であることが確認できる身分証明書を携
帯させているか

「従業員」に関し、業務従事にふさわしい服
装を着⽤させ、全従業員に名札を付けさせ
るとともに、指定管理者の従業員であること
が確認できる身分証明書を携帯させている。

仕様書7ページ記載の「監督官公署等への提出書類」に関し、法令に基づく各種届
出・報告等、指定管理業務の実施に当たり必要となる書類を作成し、市の承認を得て
適切な時期に提出しているか

「監督官公署等への提出書類」に関し、法
令に基づく各種届出・報告等、指定管理業
務の実施に当たり必要となる書類を作成し、
市の承認を得て適切な時期に提出してい
る。

仕様書7ページに記載のとおり、指定管理業務の実施状況を市に報告し、指定管理
業務の実施に係る各種記録（利⽤料⾦関係の報告書・点検記録・修繕記録・作業
⽇報等）を作成し、市の求めに応じて、提出・報告のうえ、市の承認を得ている

指定管理業務の実施に係る各種記録（利
⽤料⾦関係の報告書・点検記録・修繕記
録・作業⽇報等）を作成し、市の求めに応
じて、提出・報告のうえ、市の承認を得てい
る。

仕様書3〜4ページ記載の館⻑、副館⻑、学芸職員はそれぞれ他の職種と兼務してい
ないか

館⻑、副館⻑、学芸職員はそれぞれ他の職
種と兼務していない。

仕様書4ページに記載のとおり、鍵屋資料館開館中は、学芸員資格を有する者（副
館⻑⼜は学芸職員）が必ず出勤しているか

鍵屋資料館開館中は、学芸員資格を有す
る者（副館⻑⼜は学芸職員）が必ず出勤
している。

仕様書5ページに記載のとおり、甲種防⽕管理者を置き安全・防災業務全般の管理
監督を⾏っているか

管理運営担当職員（館⻑）が甲種防⽕
管理者となり、安全・防災業務全般の管理
監督を⾏っている。

仕様書3ページ記載の館⻑に関し、市の承認を受けた総括責任者1⼈を配置している
か。また、総括責任者は指定管理者が雇⽤する常勤職員の中から選出しているか

「総括責任者」に関し、市の承認を受けた総
括責任者1⼈を配置している。また、総括責
任者は指定管理者が雇⽤する常勤職員の
中から選出している。

仕様書4ページ記載の副館⻑に関し、歴史学（古代史・中世史・近世史等）、⺠俗
学、考古学、⽂化財学等の⽂化財に関連する課程を専攻した学芸員資格を有する
者を選任しているか

⽂化財に関連する課程を専攻した学芸員
資格を有する者を副館⻑として選任してい
る。

仕様書3ページ記載の館⻑に関し、総括責任者は原則として開館時間中は施設に滞
在しているか。また、総括責任者が休暇の場合は、必ず副総括責任者が出勤している
か

「総括責任者」に関し、総括責任者は原則
として開館時間中は施設に滞在している。ま
た、総括責任者が休暇の場合は、必ず副総
括責任者が出勤している。

募集要項14ページに記載している「保険への加⼊」に関し、施設における事故等に備
え、適切な保険に加⼊しているか

施設⼊場者賠償責任保険に加⼊してい
る。

募集要項14ページに記載している指定管理者名等の表⽰について、指定管理者名と
設置者としての市の連絡先を施設内に表⽰するとともに、利⽤料⾦表等に明記してい
るか

指定管理者名等の表⽰について、指定管
理者名と設置者としての市の連絡先を施設
内に表⽰するとともに、利⽤料⾦表等に明
記している。

募集要項14ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みを⾏っているか 配慮が必要な場合は適宜対応している。
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○ ○

施設や設備等の修繕に関して、実施記録
や要修繕箇所の把握を適切に⾏い、適
宜、市に報告していることを確認した。

○ ○

個⼈情報に関する⽂書を室外に持ち出し
ていないことを確認した。

○ ○

⽇頃から個⼈情報の保護を遵守するよう取
り組み、今年度末までに研修を予定してい
ることを確認した。

○ ○
収集した資料の台帳を備えていることを確
認した。

○ ○

⽂化財等の収集・購⼊および寄贈品・寄
託品の収受の際は事前に市と協議したうえ
で実施していることを確認した。

○ ○

⽇常の点検において発⾒された異常や施
設内の事故等が発生した場合、原因究明
に努めるとともに適切な処置を⾏い、書面に
より市に報告を⾏っていることを確認した。

○ ○

提出された減免申請書に基づき対応してい
ることを確認した。

○ ○

配慮が必要な来館者には近隣のコインパー
キング等を適切に案内するとともに、予備⽤
として資料館前の⺠間駐⾞場に1台分ス
ペースを確保していることを確認した。

○ ○

再委託を適正に実施していることを確認し
た。

○ ○

仕様書で定める定期清掃⼀覧表記載の
清掃項目・主な内容・回数に基づき、定期
清掃を実施していることを確認した。

○ ○

仕様書で定めた通り近隣住居への配慮及
び景観等を考慮して資料館敷地内植栽の
剪定業務を⾏うとともに、施肥・病害⾍防
除・散水・除草を⾏っていることを確認した。

○ ○

実績はなかったことを確認した。

○ ○

⽇報を作成し、⽉報を翌⽇15⽇までに市
に提出している。

○ ○

中間モニタリングにつき、該当なし。仕様書15ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、毎年度終了後60⽇
以内に事業報告書を作成し、市に提出しているか

「その他必要な管理運営業務」に関し、毎
年度終了後60⽇以内に事業報告書を作
成し、市に提出している。

仕様書13ページ記載の「施設及び設備の維持管理に関する業務」に関し、近隣住居
への配慮及び景観等を考慮して資料館敷地内植栽の剪定業務を⾏うとともに、施肥・
病害⾍防除・散水・除草を⾏っているか

「施設及び設備の維持管理に関する業務」
に関し、近隣住居への配慮及び景観等を考
慮して資料館敷地内植栽の剪定業務を⾏
うとともに、施肥・病害⾍防除・散水・除草を
⾏っている。

仕様書13ページ記載の「施設及び設備の維持管理に関する業務」に関し、AEDを使
⽤した際は、速やかに市に報告を⾏っているか

「施設及び設備の維持管理に関する業務」
に関し、AEDを使⽤した際は、速やかに市に
報告を⾏うが、上半期は使⽤の実績がな
かった。

仕様書15ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇報を作成し市の求
めに応じて提⽰可能な状態で保管しているか。また、⽉ごとの業務実施状況及び施設
利⽤状況をまとめた⽉報を作成し、翌⽉15⽇までに市に提出しているか

「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇
報を作成し市の求めに応じて提⽰可能な状
態で保管し、また、⽉ごとの業務実施状況
及び施設利⽤状況をまとめた⽉報を作成
し、翌⽉15⽇までに市に提出している。

仕様書11ページに記載のとおり、鍵屋資料館に駐⾞場がないことを踏まえ、配慮が必
要な⼊館者に対し、近隣のコインパーキング等を適切に案内しているか

配慮が必要な来館者には近隣のコインパー
キング等を適切に案内するとともに、予備⽤
として資料館前の⺠間駐⾞場に1台分ス
ペースを確保している。

仕様書12ページ記載の「施設及び設備の維持管理に関する業務」に関し、ごみの搬
出は事業系ごみとして、⼀般廃棄物は⼀般廃棄物収集運搬許可業者に、産業廃棄
物は産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して⾏っているか

「施設及び設備の維持管理に関する業務」
に関し、ごみの搬出は事業系ごみとして、⼀
般廃棄物は⼀般廃棄物収集運搬許可業
者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬
許可業者に委託して⾏っている。

仕様書12〜13ページ記載の「施設及び設備の維持管理に関する業務」に関し、定期
清掃⼀覧表記載の清掃項目・主な内容・回数に基づき、定期清掃を⾏っているか

「施設及び設備の維持管理に関する業務」
に関し、定期清掃⼀覧表記載の清掃項
目・主な内容・回数に基づき、定期清掃を
⾏っている。

仕様書9ページに記載のとおり、⽂化財等の収集・購⼊および寄贈品・寄託品の収受
の際は事前に市と協議しているか

⽂化財等の収集・購⼊および寄贈品・寄託
品の収受の際は事前に市と協議したうえで
実施している。上半期は料亭旅館「鍵屋」
関連資料の寄贈に対応した。

仕様書10・12ページに関して、「鍵屋資料館の利⽤その他⼊館制限に関する業務」
並びに「施設及び設備の維持管理に関する業務」に関し、⽇常の点検において発⾒さ
れた異常や施設内の事故等が発生した場合、原因究明に努めるとともに適切な処置を
⾏い、書面により市に報告を⾏っているか

「鍵屋資料館の利⽤その他⼊館制限に関
する業務」並びに「施設及び設備の維持管
理に関する業務」に関し、⽇常の点検におい
て発⾒された異常や施設内の事故等が発
生した場合、原因究明に努めるとともに適切
な処置を⾏い、書面により市に報告を⾏って
いる。

仕様書11ページ記載の「利⽤料⾦に関する業務」に関し、市⻑が定める基準により利
⽤料⾦の還付、減額、免除を⾏っているか

「利⽤料⾦に関する業務」に関し、市⻑が定
める基準により利⽤料⾦の還付、減額、免
除を⾏っている。

仕様書7ページ記載の「個⼈情報の保護」に関し、個⼈情報に関する⽂書等を扱う場
合は、案内業務等で必要な場合を除き、⽂書を室外に持ち出していないか。

個⼈情報の保護に関し、個⼈情報に関する
⽂書を室外に持ち出していない。

仕様書7ページに記載のとおり、従業員に対し、個⼈情報の保護に関する教育・指導を
⾏い、実施内容について市に報告しているか

・⽇常から従業員が個⼈情報の保護を遵守
するよう取り組んでいる。毎⽉⽉末に個⼈情
報を消去し、完了したことを市に報告してい
る。
・個⼈情報の保護に関する研修を予定して
いる。終了後に市に報告する。

仕様書9ページ記載の「鍵屋資料館の調査研究展⽰業務」に関し、収集した資料の
台帳を備えているか

「鍵屋資料館の調査研究展⽰業務」に関
し、収集した資料の台帳を備えている。

施設や設備等の修繕に関して、実施記録や要修繕箇所の把握が適切に⾏われるとと
もに、適宜、市に報告されているか。

施設や設備等の修繕に関して、実施記録や
要修繕箇所の把握を適切に⾏っており、適
宜、市に報告している。
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○ ○

⽉例報告時に提出を受けた。

○ ○

アンケート調査を常時実施し、毎⽉⽉例報
告等で結果の報告を受けた。

○ ○

特筆すべき課題はなかったが、些細な改善
⾏動を⽇々⾏っていることを確認した。

○ ○

認識の違いから期限内に⼊⾦できていない
事例があったが、再発防止に取り組み、そ
れ以降は発生していないことを確認した。

○ ○

実績はなかったことを確認した。

○ ○

⽉報にて市に報告している。

○ ○

必要項目を書面により届け出ている。

○ ○

随時個別で研修を実施していることを確認
した。

○ ○

必要項目を書面により届け出ている。

○ ○

⽉例報告に合わせて⼀か⽉毎の情報消去
の実施予定等を市に通知し承諾を得てお
り、情報消去完了後は、内容を市に報告し
ている。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A評価項目1　業務の履⾏状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね適切に実施されている △が１個以上
不適切な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の記載に関し、個⼈情報を取り扱う区域を定
めるとともに、取扱区域の範囲及び⽴⼊規制、防犯対策等の安全管理の措置を、書
面により枚⽅市に届け出ているか

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の
記載に関し、個⼈情報を取り扱う区域を定
めるとともに、取扱区域の範囲及び⽴⼊規
制、防犯対策等の安全管理の措置を、書
面により枚⽅市に届け出ている。

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の記載に関し、業務を完了し、情報消去等を
するときは、使⽤した機器内の個⼈情報等について、内容・記憶媒体の種類及び数
量・情報消去等の⽅法及び実施予定⽇を書面により市に通知し、承諾を得ているか
また、情報消去を⾏ったときは、⾏った⽇時・担当した者・消去または廃棄した個⼈情報
等の内容を、書面により市に報告しているか

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の
記載に関し、業務を完了し、情報消去等を
するときは、使⽤した機器内の個⼈情報等
について、内容・記憶媒体の種類及び数
量・情報消去等の⽅法及び実施予定⽇を
書面により市に通知し、承諾を得ている。ま
た、情報消去を⾏ったときは、⾏った⽇時・担
当した者・消去または廃棄した個⼈情報等
の内容を、書面により市に報告している。

評価項目１⑶の評価基準
全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる

仕様書16ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、市が依頼する刊⾏物
等の販売及び管理状況については、⽉報にて市に報告しているか

「その他必要な管理運営業務」に関し、市が
依頼する刊⾏物等の販売及び管理状況に
ついては、⽉報にて市に報告している。

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の記載に関し、個⼈情報の取扱いにあたって
は、「保護責任者」と「作業従事者」を定め、それらの者の氏名、役職、作業の内容、
取り扱う個⼈情報の項目等の事項を、書面によりあらかじめ枚⽅市に届け出ているか

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の
記載に関し、個⼈情報の取扱いにあたって
は、「保護責任者」と「作業従事者」を定め、
それらの者の氏名、役職、作業の内容、取り
扱う個⼈情報の項目等の事項を、書面によ
りあらかじめ枚⽅市に届け出ている。

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の記載に関し、保護責任者及び作業従事者
に対し、個⼈情報の保護に関する教育研修を適宜実施しているか

「個⼈情報の保護に関する特記仕様書」の
記載に関し、保護責任者及び作業従事者
に対し、個⼈情報の保護に関する教育研修
を予定している(⽇時調整中）。

仕様書15ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇常モニタリングの結
果明らかになった課題について、指定管理者は⾃ら改善⾏動を⾏い、課題解決を図っ
ているか

「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇
常モニタリングの結果明らかになった課題につ
いて、指定管理者は⾃ら改善⾏動を⾏い、
課題解決を図っている。上半期は、来館者
の靴の履き間違いを予防するため、靴袋の
常時設置を開始した。

仕様書16ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、市が依頼する刊⾏物
等の販売及び管理を⾏い、販売代⾦については、徴収した⽇から起算して7⽇以内
（⼟⽇・祝⽇除く）に市指定⾦融機関に納⼊しているか

上半期において、起算⽇の認識違いのため
納⼊が遅れることが⼀度あったが、その原因
を把握した上、それ以降は徴収した⽇から起
算して7⽇以内（⼟⽇・祝⽇除く）に市指
定⾦融機関に納⼊する改善体制を取ってい
る。

仕様書16ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、市が販売等を依頼し
た刊⾏物等の紛失、破損等が発覚したとき（そのおそれがある場合を含む。）は、直ち
に、市に報告しているか

上半期において、「その他必要な管理運営
業務」に関し、市が販売等を依頼した刊⾏
物等の紛失、破損等の実績はない。

仕様書15ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇常モニタリングとして
⽇々顕在化する課題解決に向け、⾃ら指定管理業務の執⾏状況を評価して市に提
出しているか

「その他必要な管理運営業務」に関し、⽇
常モニタリングとして⽇々顕在化する課題解
決に向け、⾃ら指定管理業務の執⾏状況
を評価して市に提出している。

仕様書15ページ記載の「その他必要な管理運営業務」に関し、市⺠・利⽤者ニーズを
把握するためのアンケート調査（最低年1回、1週間以上）を実施し、その結果及び
改善状況を市に提出しているか。また、⾃主的にアンケート結果のフィードバックを進めて
いるか

「その他必要な管理運営業務」に関し、市
⺠・利⽤者ニーズを把握するためのアンケート
調査（最低年1回、1週間以上）を実施
し、その結果及び改善状況を市に提出して
いる。また、⾃主的にアンケート結果のフィー
ドバックを進めている。
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▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○
応募の資格に抵触する事項はない。

○ ○
⾃主事業を含め、施設の収⽀状況が安定
していることを確認した。

○ ○
団体の経営に影響する要素はないことを確
認した。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

▍３　指定管理者による⼀次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⼀次評価コメント

評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）

・基本仕様書の業務要求事項に記載する回数以上の催しを実施する予定である。⼤河ドラマなどの注目の話題に合わせた展⽰や講座を実施し、宣伝・集客に努めた。アンケート
の意⾒を反映して、「鍵屋にすみついたおばけをさがせ︕」の期間中に夜間開館を実施、多数の⼊館者を獲得することができた。また、五六市に合わせて開催するミニワークショップで
は、むかしの遊び体験（貝合わせ）や新聞エコバッグづくりなどさまざまな内容を企画している。今後もさらに活⽤の幅を広げるようなイベントを積極的に企画していきたい。
・資料館アンケートに加え、イベントごとの個別のアンケート調査を実施、さまざまな課題や要望を抽出し、利⽤者の声を運営に反映することで、利⽤者サービスの向上に努めている。
・資料館公式ホームページでは、展⽰・講座等の情報を随時更新するとともに、インスタグラムなどのSNSを通じた⽇常的な情報発信を⾏っている。上半期には、チラシ配架場所を増
やし、他施設のデジタルサイネージを利⽤するなど、集客・周知に努めた。
・施設・設備等の管理については、燻蒸など専門事業者への委託対応も含めて、適切な管理を⾏った。展⽰ケースおよび資料保管場所においては、湿度調整のための調湿剤や温
湿度測定のためのデータロガーを設置・管理したうえで、⽇常的な点検や清掃に努めた。
・建物については経年劣化がみられ、その管理には､細⼼の注意と労⼒を必要とするため、適宜、点検や調査等を⾏い､枚⽅市との協議しながら、修繕を⾏った。今後も枚⽅市との
協議において適切に対応していきたい。

継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が１個以上
不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・施設の収⽀状況（⾃主事業の収⽀を含む）が安定しているか。（赤字の場合は、
その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。）

施設の収⽀状況は安定している。

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。 特にない。

評価項目２の評価基準
継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる

（損益計算書等）
・安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。）

○

令和６年度については事務所移転のための
費⽤が発生したため689,830円の赤字を
計
上したが、令和6年度の赤字は事務所移転
費⽤が急遽発生したためである。貸借対照
表のとおり現⾦資産は安定しており、今後も
会員事業で、会員料や共催イベント売上の
継続的な収益が⾒込めている。

○

継続的に事務所の移転先を探していたが、
移転先が急遽⾒つかったため、移転にかか
る費⽤の予算計上が間に合わず、結果的
に赤字となった。赤字の原因が明らかであ
り、次年度以降継続して発生する赤字要
因ではないことと、その他の収益が⿊字であ
り今後は観光協会のノウハウをいかした事
業展開で計画的に増収を⾒込んでいること
から、安定した収益をあげられていると判断
した。

（貸借対照表）
・資産・負債の中に⼤きな前期比増減がない。／ある場合、その理由は妥当か。

○

⼤きな増減はない。

○

⼤きな前期比増減がないことを確認した。

（監査報告書等）
・事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。 ○

指摘はない。
○

事業の存続に関わる異常事態はないことを
確認した。

所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 特にない。

（監査報告書等）
・会計手続きが適正に⾏われていることが確認できたか。 ○ 監査報告書により確認できた。 ○ 会計手続きが適切に⾏われていることを確

認した。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である
不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価

18



▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑴　評価項目ごとの評価結果及び総合評価

評価結果 総合評価

⑴ A
⑵ A
⑶ A

A

　⑵　二次評価コメント

▍５　改善指⽰への対応状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該当なし

▍６　添付資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆利⽤者アンケート結果

令和　　年　　⽉

総合評価の考え⽅
　評価項目ごとの評価をそれぞれＳ＝４点、Ａ=３点、B=２点、C=１点として４項目（または３項目）の合計点数を算出し、そのうち「Ｃ」評価が１つ以上ある場合はその合計点数から１
点減点し、下表の区分により総合評価を決定する。
　ただし、評価ポイントにおいて「１」や「×」となった理由が重⼤な内容である場合は、総合評価を「Ｃ」評価とする。

基本仕様書の業務要求事項に記載する回数以上の催しの実施が予定されており、中間時点では未実施のものも多いが、概ね事業計画とおり進捗している。⼤河ドラマなどの注目
の話題に合わせた展⽰や講座を実施することに加え、アンケートでの意⾒を取り⼊れたイベントを開催するなど、⼊館者の増加に積極的に取り組んでいる。これから開催予定のイベン
トについても、利⽤者のニーズを反映させながら実施していただきたい。
情報発信に関しては、地域情報誌に掲載する代わりに、より効率的な手段として他施設のデジタルサイネージを利⽤するなど、集客・周知に努めていた。これまで⾏っているSNSや
ホームページでの発信も引き続き⾏っていただくとともに、ホームページの多言語化についても検討を進めていただきたい。
⽇々の業務についても、巡回や点検等を適切に実施し、⼤きな問題なく管理運営に努めていたと言える。突発的に起こる事態に関しても、市と適宜情報共有、相談し、解決を図っ
ていた。後半期も引き続き適切な管理運営に努めるとともに、アンケートで得られた意⾒を⽇々の業務に反映させるなど、さらなるサービス向上に努めていただくことを期待する。

指⽰を⾏った時期 内　容 対応状況

評価項目
１　業務の履⾏状況

A
選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）
募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

２　業務の継続性・安定性
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